
○各務原市附属機関設置条例（抄） 

令和３年１２月２２日 

条例第３３号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１３８条の４第３項及び第２０２条の３第１項並びに地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）第１４条の規定に基づく附属機関の設置等に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 市の執行機関等（執行機関並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を

行う市長をいう。以下同じ。）は、別表第１の執行機関等の欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の附属機関の欄に掲げる附属機関を置くほか、担任する事務に応じ、

それぞれ別表第２の附属機関の欄に掲げる類型の附属機関を置くことができる。 

（所掌事務） 

第３条 附属機関の所掌事務は、それぞれ別表第１及び別表第２の所掌事務の欄に掲

げるとおりとする。 

（組織） 

第４条 附属機関は、それぞれ別表第１及び別表第２の委員の定数の欄に掲げる数以

内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、別表第１及び別表第２の委員の構成の欄に掲げる者のうちから、それぞ

れ執行機関等が委嘱し、又は任命する。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、それぞれ別表第１及び別表第２の委員の任期の欄に掲げると

おりとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長等及び副会長等） 

第６条 附属機関に、会長又は委員長（以下「会長等」という。）を置き、委員の互
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選により定める。 

２ 会長等は、会務を総理し、附属機関を代表する。 

３ 附属機関に、副会長又は副委員長（以下「副会長等」という。）を置くことがで

きる。 

４ 副会長等（副会長等を置かない附属機関にあっては、会長等があらかじめ指名す

る者）は、会長等を補佐し、会長等に事故があるとき、又は会長等が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 附属機関の会議（以下「会議」という。）は、会長等が招集し、その議長と

なる。ただし、委員の任期満了後新たに委員が委嘱され、若しくは任命された場合

又は附属機関が新設された場合において最初に会議を開くときは、執行機関等が招

集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

４ 会長等は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明

又は意見を聴くことができる。 

５ 会長等は、緊急を要するとき、又は災害、感染症のまん延防止等やむを得ない理

由があるときは、委員に書面を送付し、又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を送信し、その意見を徴

し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。この場

合においては、第２項及び第３項の規定を準用する。 

（部会等） 

第８条 附属機関は、必要に応じ部会その他これに類する組織を置くことができる。 

（守秘義務） 

第９条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。 



（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項

は、会長等が当該附属機関に諮って定める。 

附 則 

１～８ 略 

附 則（令和４年条例第８号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年条例第９号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年

４月１日から施行する。 

附 則（令和４年条例第２６号） 

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

附 則（令和５年条例第３号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条―第５条関係） 

執行機

関等 

附属機関 所掌事務 委員の

定数 

委員の構成 委員の任

期 

市長 各務原市

子ども・

子育て会

議 

子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６

５号）第７２条第１項

各号に掲げる事務を処

理すること。 

２０人 （１）学識経験を有する者 

（２）地域において子育て支

援活動を行う者 

（３）子育て支援関係団体及

び医療関係団体の役員等 

（４）学校教育関係者 

（５）事業主を代表する者 

（６）労働者を代表する者 

（７）市民 

２年 

別表第２（第２条―第５条関係）略 

 


